
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のいずれにも当てはまる方 

・申請日時点で古平町の住民基本台帳に記録されており、現に居住している方で、今後５年以上継

続して本町に居住する見込みのある方 

・令和７年７月１日以降新たに町内の職場に正規社員等として就業し、今後５年以上継続して就業

する見込みのある方（自営業者を含む。） 

・初めて補助金の交付申請をした日の属する年度の末日における年齢が３５歳以下の方 

・奨学金の返還を行っている方又は補助金の交付を申請する年度内に奨学金の返還を開始する方 

・町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び町に納付すべき各種使用料に滞納がな 

い方 

・古平町における暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第１２号）第２条第２号に 

規定する暴力団員に該当しない方又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な 

関係を有する者でない方 

補助金の交付対象は、次のいずれかに該当する奨学金です。 

・独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金 ・独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金 

・他の地方公共団体が貸与する奨学金 ・その他町長が認める貸与型奨学金 

毎年度、４月１日から６月３０日まで（経過措置として、令和 7 年度中に交付申請する方は 9 月３

０日まで受け付けます）に次の書類をご提出ください（①、⑥、⑧の様式は町ホームページからダ

ウンロードできます）。 

①古平町奨学金返還支援事業補助金交付申請書（様式第１号） 

②奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの※初年度のみ 

③申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の額を証するもの 

④町税等の納税証明書又は非課税証明書  

⑤住民票の写し 

⑥様式第２号の在職証明書又は自営業者であることが確認できる書類 

⑦学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める大学院、大学、短期 

大学及び専修学校専門課程の卒業証明書の写し 

⑧誓約書（様式第３号） ⑨その他町長が必要と認める書類 

 

古平町では、若者の定住促進及び地域の担い手となる人材確保を目的に、奨学
金の貸与を受けた方で、町内に居住かつ正規社員等として就労した方に対し、返
還する奨学金への補助金交付を行っています。 

問合せ・申請先 古平町役場総合政策課企画調整係 〒046-0192 北海道古平郡古平町大字浜町５０番地【電話】0135-42-9836（直通） 

上限 年３６万円 

最長１０年間交付 

補助対象

奨学金 

申請書類 

対象者 

詳しくは 

こちらをご覧ください。 

町内の職場で正社員等 
（自営業者を含む）として 
今後５年以上継続して 
就業する見込みのある方 

古平町の住民基本台帳に記
録されており、現に居住して 
いて、今後５年以上継続して 
居住する見込みのある方 

奨学金を返還中又は 

返還を開始しようとしており、 

申請年度末日の年齢が 

３５歳以下の方 


